
中部の港湾における官民連携した防護のあり方について
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○伊勢湾港湾機能継続計画（伊勢湾BCP）は南海トラフの巨大地震・津波による大規模災害を想定し、

広域にわたる被害に対し、関係者の連携により、伊勢湾の港湾物流機能の早期回復に向けて策定す
るもの。

○伊勢湾BCPによる港湾相互間の連携を通じ、個別港湾におけるBCPの実効性を向上させる（両者が
一体として機能）。

○第1回検討会議での議論を踏まえ、以下に示す構成（案）を取りまとめた。

伊勢湾BCPの構成（案）

○伊勢湾BCPの目的

○地震・津波による被害の想定

○発災時の広域連携課題の分析（検討上の課題・制約条件の抽出）

航路啓開手順／資機材の調達／燃料の確保／通常貨物輸送にかかる施設復旧

○広域連携課題への対応

役割分担の明確化／連携体制の構築

／通常貨物輸送の回復の考え方（回復目標、優先順位の設定等）

○実効性を高める方策

訓練の実施／PDCAサイクルによる見直し

《港湾ＢＣＰの策定》 伊勢湾港湾機能継続計画（伊勢湾BCP）中間とりまとめ
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地震・津波による被害の想定

・津波漂流シミュレーション
・岸壁の耐震性照査

個
別
港
湾

広
域
連
携
課
題

緊急確保航路等の啓開計画の検
討

必要な資機材の調達の検討

港湾物流機能の回復の検討
（各港の特性を踏まえて検討）

関係者間の役割分担の明確化

関係者間の連携体制の構築

伊勢湾BCPの策定

名古屋港
ＢＣＰ

三河港
ＢＣＰ

衣浦港
ＢＣＰ

四日市港
ＢＣＰ

津松阪港
ＢＣＰ

広域的視点での連携対応

個別港湾での対応

貨物の特性の把握・需要想定

機能回復目標の設定
（目標時期・目標水準）

航路啓開計画・施設復旧計画の検討

具体的な回復目標に応じた
行動計画の策定

《港湾ＢＣＰの策定》 港湾ＢＣＰと伊勢湾ＢＣＰ策定の流れ

2



貨
物
等
の
取
扱
能
力

100%

○○%

発災
津波
到達

○日
以内

○日 ○月以内 ○ヵ月

情報収集
啓開準備 緊急確保航路及び港湾区域内の水域の啓開

点検、岸壁/臨港道路等復旧

施設復旧

機能回復目標（目標水準、目標時期）に基づき、機能確保を実現する航路啓開ルートや復旧施設を設定することで、
貨物の輸送需要に対応した機能回復計画を立案。

機能回復
目標時期

機能回復
目標水準

○○%

※ 津波等自然災害からの安全に留意しつつ
海上作業等現地作業を開始する。

凡 例

伊勢湾ＢＣＰありの場合
各港における港湾ＢＣＰありの場合
各港における港湾ＢＣＰなしの場合

緊急物資取扱開始

通常貨物取扱開始

啓開
開始※
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《港湾ＢＣＰの策定》 港湾ＢＣＰにおける機能回復計画のイメージ

復
旧
期
間

の
短
縮

◆各港における港湾ＢＣＰの効果
・迅速な活動実施に資する情報共有

◆伊勢湾ＢＣＰの効果
・資機材等の調達の制約の解消
・迅速な活動実施に資する情報共有
→港湾物流機能の早期回復



《港湾ＢＣＰの策定》 伊勢湾に係る緊急確保航路（H26.1.15政令施行）

4

○ 三大湾においては津波流出物が狭隘な湾内の一般海域に滞留することで湾内各港への入出港が困難となり、港湾

区域外においても航路啓開が必要となる可能性が高い。このため、非常災害時に緊急物資を輸送する船舶の通航ルー
トを「緊急確保航路」として政令指定し、国が迅速に障害物の除去を行えることとした（H26.1政令施行）。

「緊急確保航路」制度の概要 伊勢湾に係る緊急確保航路

伊勢湾内の主要な港湾の耐震強化岸壁に繋がるよう
に 湾口部から各港湾区域までを指定した。

○国土交通大臣は、緊急確保航路内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、
収用し、又は処分することができる。
○この行為により、損失を受けた者に対し、その損失を補償する。

○何人も、緊急確保航路内において、みだりに、船舶、土石その他の物件で 国土交通省
令で定めるものを捨て、又は放置してはならない。

○緊急確保航路内において、水域を工作物の設置等により占用し、又は土砂を採取しよう
とする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

平常時

災害時

災害時に緊急物資を輸送する船舶の通航ルートを確保するため、国が
所有者の承諾なく漂流物の除去を行える航路を「緊急確保航路」として指
定した。

【凡例】

● 耐震強化岸壁

●

●

●

●
●●

●●

●
●

●

緊急確保航路
※海交法上の航路(伊良湖水道航路)
を含む

津松阪港

名古屋港

四日市港

三河港

衣浦港

開発保全航路（既存）

●



①．被災地の状況把握

大規模地震発生・津波来襲

②．深浅測量（異常点調査）

③．航路啓開作業方針・優先順位の決定

④．障害物の除去

○防災ヘリ、一般航行船舶、陸上からの目
視調査による情報収集

○マルチビームソナー等を用いた深浅測量
によって海底障害物の状況を面的に把握

○障害物情報を一元的に集約

○深浅測量（異常点調査）結果に基づき、啓
開作業の方針および優先順位を決定

○応急公用負担権限行使の発動の判断

○潜水調査によって確認した海底障害物お
よび海上浮遊物の除去作業を実施

⑤．確認測量

○障害物除去が完了した水域について、マ
ルチビームソナー等を用いた確認測量を実
施

⑥．航路啓開後の利用水深の決定・公表

○確認測量が完了した水域について、利用
水深およびその範囲を決定・公表する

岸
壁
の
応
急
復
旧
作
業

港
内
道
路
の
啓
開
作
業

背
後
の
道
路
啓
開
作
業
【
く
し
の
歯
作
戦
】

港湾物流機能の回復

緊
急
確
保
航
路
お
よ
び
港
湾
区
域
内
の
航
路
の
啓
開
作
業

○航路啓開の実施にあたっては、被害情報や道路
啓開情報等の収集・整理、迅速な作業船団の調
達などについて、多様な関係機関との連携が必
要。

○現在、関係機関の間で個別に災害協定等が締結
されているが、伊勢湾地域全体の航路啓開を検
討するため、関係機関との認識の共有や合意形
成など包括的な連携体制の構築が重要である。

関係機関との連携

《港湾ＢＣＰの策定》 航路啓開の実施手順
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○港湾機能の早期回復を図るためには、事前に関係者間での連携調整の体制づくりを行う必要があ
る。

○復旧作業における資機材の調達、動員にあたっては、関係機関の役割分担を明確にした上で、指
揮命令系統の一本化をすることが重要。
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《港湾ＢＣＰの策定》 伊勢湾ＢＣＰの連携体制



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

《広域連携》伊勢湾における緊急物資輸送 ～航路・道路啓開連携イメージ～

伊勢湾・三河湾内における海上からの緊急物資輸送ルート確保のための航路啓開オペレーション計画「くまで」作戦と、
道路啓開オペレーション計画「くしの歯」作戦が連携することで、被災地への迅速な緊急物資輸送が実現される。
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南海トラフの巨大地震時において、国民生活や社会経済への影響を最小限とするためには、海上輸送機能の維持や確保が不可欠であり、
これに必要な検討を行い、通常貨物輸送の回復の考え方（回復目標、優先順位設定等）を整理することを目的とする。

被災把握
• 大規模災害発生後の港湾施設の被災状況の把握、施設供用の可否の判定• 大規模災害発生後の港湾施設の被災状況の把握、施設供用の可否の判定

復旧方針

• 施設復旧の優先順位の決定

• 施設復旧に係る資機材の調達

• 施設復旧の優先順位の決定

• 施設復旧に係る資機材の調達

利用方針
• 利用可能岸壁の効率的な運用• 利用可能岸壁の効率的な運用

現況整理
• 主要品目（コンテナ、完成自動車、バルク）を取扱う大水深岸壁を対象• 主要品目（コンテナ、完成自動車、バルク）を取扱う大水深岸壁を対象

被害想定
• 被災状況を仮定し、主要施設の復旧期間に係る感度分析• 被災状況を仮定し、主要施設の復旧期間に係る感度分析

課題整理
• 施設復旧期間の感度分析から復旧に係る課題を把握• 施設復旧期間の感度分析から復旧に係る課題を把握

平成25年度の検討

被災時の課題を踏まえた早期復旧に向けた対応方針の整理

通常貨物輸送の回復の考え方（回復目標、優先順位の設定等）

被災想定による分析と課題の把握

検討のポイント! ○災害時の限られた施設の効率的な運用
○被災岸壁の早期復旧による供用開始

早期復旧に向けた対

応方針の検討
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《港湾ＢＣＰの策定》 通常貨物の港湾機能継続計画の考え方



○施設復旧にかかる優先順位は、施設の被災状況に加えて利用者からの要請や地域経
済への影響などの考慮が必要

○早期復旧には災害協定団体との情報共有体制の構築が必要

○大規模災害時の被災状況を早期に把握する対策が必要

○大規模災害時の施設供用の可否判定の迅速化による早期利用開始

○大規模災害後には利用できる岸壁が限定される為、利用効率の向上を図ることが必要

今年度の検討を踏まえた課題への対応と、東日本大震災や阪神淡路大震災の復旧状況
を踏まえ、通常貨物輸送の回復の考え方（回復目標、優先順位設定等）を検討

被災岸壁の早期復旧による供用開始

災害時の限られた施設の効率的な運用

留意して進めるポイント
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《港湾ＢＣＰの策定》 通常貨物輸送の早期回復に向けた検討方針



《基幹的広域防災拠点》 名古屋港における基幹的広域防災拠点の形成に向けて

○2013年5月24日の「東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議」において、
中部地域の基幹的広域防災拠点候補として、名古屋港（金城地区）を選定。

小型船舶に積み替え、
河川・運河を活用し
た都市部への輸送

小型船舶に積み替え、
伊勢湾内他港への輸送

内陸への
陸上輸送

耐震強化岸壁（既設）

耐震強化岸壁（構想）

大型船舶による緊急物資や人員の大量輸送

名古屋港の基幹的防災拠点の役割

•耐震強化岸壁を活用した緊急支援物資
の集積・中継・分配機能

•建設重機や緊急車両等の集結拠点

•広域支援部隊（自衛隊、海上保安庁、
TEC-FORCE等）のベースキャンプ

名古屋港基幹的広域防災拠点候補地

臨港道路

耐震強化岸壁

緊急物資輸送訓練

被災状況調査訓練津波避難訓練

支援施設棟

緑地（オープンスペース）
※船舶により大量輸送された緊急
支援物資の中継・分配機能

平常時、訓練施設としての利用状況

ヘリコプター輸送訓練

伊勢湾岸自動車道
名港中央IC
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《広域連携》広域的な災害廃棄物対策の検討（環境省）（H26.2.28中間とりまとめ公表）
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巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会 【環境省】

○巨大地震発生時の災害廃棄物の発生量の推計
〇既存の廃棄物処理施設の処理能力の推計
〇廃棄物処理システムの強靭化に関する総合的な対策の検討

〇環境省は、南海トラフ地震に備え、地震発生時の災害廃棄物の発生量の推計、既存の廃棄物処理施
設の処理能力の推計、廃棄物処理システムの強靭化に関する総合的な対策の検討を行っている。

引用：巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会（第5回）

【南海トラフ】災害廃棄物等の発生量分布図（火災焼失分含まず）

＊液状化、揺れ、津波に伴い発生する災害廃棄物及び津波堆積
物の発生量の分布図を以下に示す。

※火災焼失棟数は内閣府の数値を用いており、メッシュ単位の数
値を有していないため、分布図に含めていない。



《広域連携》 広域連携訓練（名古屋港会場）（H25.9.1実施）

南海トラフ巨大地震が発生したとの想定で、名古屋市、警察、消防、自衛隊、海上保安部をはじ
めとする関係機関が連携し、名古屋港において漂流者の捜索と救助、被害状況の把握、海上航路
啓開、緊急物資輸送、船舶による油回収、ライフライン関係の復旧などの訓練を実施。

漂流者の救助
（背後は油回収船「清龍丸」）

被害状況調査

航路啓開
（海洋環境整備船「白龍」）

緊急物資輸送

船舶による避難

ライフラインの復旧
（衛星移動基地局）
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